
　保護者の勤務の都合などにより、家庭で保育できない生後6か月から小学6年までの児

童で、保育所（園）、幼稚園、小学校などに通えない病児や病後児を保育します。利用にあ

たっては登録が必要です。登録申請書記入の際は、印鑑と母子健康手帳が必要です

対　象  生後6か月から小学6年までの保育所（園）、幼稚園、小学校などに在籍している
病気または病気の回復期にある児童

場　所  独立行政法人国立病院機構広島西医療センター病児・病後児
保育室 

【愛称：にっしーくんハウス】 

玖波4-1-1

利用定員 3名程度（※ 疾病によっては人数が前後する場合があります）

保育時間 月～金曜日　8：15～18：00（※ 予約は連続2日まで）

　　　　　※  土・日曜日・祝日・年末年始（12月29日～1月3日）はお休みです。 

原則として、連続5日間を超えて利用できませんが、疾病によってお受けす

る場合があります。

利用料  ①大竹市内に住所を有する児童の場合　1,000円/日 
②大竹市外に住所を有する児童の場合　2,000円/日

問 独立行政法人国立病院機構広島西医療センター　☎57-7183（内線2700）

病児・病後児保育

子どもを預けたい（みてほしい）・放課後の居場所

にっしーくん
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　ファミリー・サポート・センター事業とは、「子育ての援助を受けたい方」（依頼会員）と

「子育ての援助を行いたい方」（援助会員）が会員登録し地域の中で相互に助け合いながら

子育てをする有償のボランティア活動です。子どもの一時預かり、保育所・学校への送迎、

習い事への送迎などが必要な場合ご利用ください。詳しくはお問い合わせください。

問 大竹市社会福祉協議会　☎52-2275　令和3年度中実施予定

ファミリー・サポート・センター事業

大竹市ファミリー・サポート・センターのしくみ           ファミリー・サポート・センター
①利用申し込み

③援助会員の紹介

依頼会員

④事前打ち合わせ

⑤援助活動

⑥活動報告

②依頼

登録

援助会員

援助会員募集中

登録

　相互援助活動には、子育てのお手伝いをしていただける「援助会員」が必要です。

　市内在住・勤務の健康で子どもが好きな方はどなたでも登録できます。
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利用日 通常利用 延長利用 早朝利用

月曜日から金曜日まで 下校時～18：00 18：00～18：30

土曜日 8：00～18：00

長期休業日及び行事などの代休日 8：30～18：00 18：00～18：30 8：00～8：30

　保護者が仕事や家庭の事情によって、放課後に児童の生活指導が難しい家庭の小学生を

対象に、家庭的な雰囲気の中で保護者などに代わって生活指導を行い、様々な楽しい活動

を通して児童の健全育成を図ることを目的に開設しています。

※令和3年度から5年度まで（株）明日葉に運営業務の一部を委託します。

問 生涯学習課　☎28-5680　℻53-5801

放課後児童クラブ

事業の利用区分 利用料（月額）

通常利用（月曜日から金曜日まで） 3,000円

通常利用（月曜日から土曜日まで） 3,500円

早朝利用 500円

延長利用 500円

利用料

対象者 減免の額

生活保護法の規定による保護を受けている方

準要保護者と認められる方
全額免除

災害、病気その他やむを得ない理由により、利用料を納付することが

困難であると認められる方
全額または半額免除

2人以上の児童を利用させる保護者 2人目より半額免除

利用料の減免

放課後児童クラブの名称 定員 場所 連絡先

あすなろ児童クラブ

（玖波小学校内）
50人 大竹市玖波7-1-1

☎57-7530（FAX兼用）

☎57-2371

みどり児童クラブ

（小方小学校内）
110人 大竹市小方ケ丘1-2

☎93-5544（FAX兼用）

☎57-2016

ひかり児童クラブ

（大竹小学校内）
135人 大竹市白石2-1-2

☎93-6005（FAX兼用）

☎090-7540-0349

放課後児童クラブ一覧

利用時間
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